
かさマルシェを開催しました
　5月31日、かさマルシェを開催しました。当日は天候に恵まれ、100店舗を超える出店者と多くの来
場客でにぎわいました。DJによる音楽が流れる中、買い物やグルメを楽しむほか、謎解きゲームやワ
ークショップなどの体験型企画も実施。さらに、初の試みとなる婚活イベント「Find Meet‐Connect 
in CasaMarche」も開催され、新たな交流の場が生まれました。

自治功労者表彰
　笠松町自治功労者表彰が6月2日に行われ、
山田 忠正さん（東陽町）に表彰状と記念品が贈
られました。
　山田さんは平成20年4月から18年の長きに
わたり町内会長を務められ、また令和2年6月か
らは町内会連合会会長として町内の様々な場
面で活躍され、地域活動の推進、住民自治の発
展に尽力されました。

かさまつビアパーク2026　開催！

7月1日から
開庁時間・施設の利用時間が変わります！

対象施設
笠松町役場

福祉健康センター
こども館（かさくら）
歴史未来館

笠松中央交流センター
松枝交流センター
総合交流センター
福祉会館
下羽栗会館
町民体育館
スポーツ交流館
屋内外運動場

（笠松中学校・笠松小学校・松枝小学校・下羽栗小学校）

開庁・開館時間

対象施設 施設利用時間

午前8時45分～午後4時30分

午前9時30分～午後5時
午前10時～午後4時　　 毎週月・火曜日休館

午前9時～午後9時30分
※窓口受付時間は、午前8時45分～午後4時30分

午前9時～午後9時30分

c総務課　☎388‐1111／教育文化課　☎388‐3231

各種証明書の取得は、 が便利です！コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付
午前6時30分～午後11時

住民票、印鑑登録証明書、所得・課税証明書　など

　物価高騰の影響を受けている町民や事業所を支援するため、国の物価高騰対応重点
支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金とメーター使用料を免除します。

笠松町水道事業と給水契約をしている水道使用者（官公庁を除く）
①水道料金の基本料金（2か月あたり税込1,540円　→　減額後0円）

※基本水量（2か月あたり20立法メートル）を超えて使用した分は超過料金として請
求します。

②メーター使用料（2か月あたり税込110円～4,400円　→　減額後0円）
令和8年度3期分（9月請求分）～令和8年度5期分（1月請求分）の6か月分

（令和8年7月検針分～令和8年12月検針分まで）
水道料金から基本料金とメーター使用料を差し引いて請求するため、手続きは不要です。

水道料金の基本料金とメーター使用料を6か月分免除します

時間
証明書の種類

対象者
免除の対象

対象期間

手続き

Town Topics
まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。

広報担当者が取材に伺います！
c企画DX課　☎388‐1113
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